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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　壁面に取り付けられる水平方向のレール状部材と、このレール状部材の上下両側に張設
される内装壁材とを備え、レール状部材には、その先端近傍位置の上下両側に、長さ方向
に連続し且つ内装壁材の端面に形成された切込み溝内に嵌合する角形突条部が一体に連設
されると共に、レール状部材の先端から上側の前記角形突条部内に達する、奥側ほど上方
に湾曲する断面円弧状の部材取付用スリットが長さ方向に連続して形成されている、棚受
けなどの取付用壁面構造。
【請求項２】
　レール状部材の先端には、前記角形突条部との間で内装壁材を挟む上下一対の張出エッ
ジ部が長さ方向に連続して形成されている、請求項１に記載の棚受けなどの取付用壁面構
造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内装壁材間に水平に介装されるレール状部材を利用する棚受けなどの取付用
壁面構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１に示されるように、壁面に取り付けられる水平方向のレール状部材と、この
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レール状部材の上下両側に張設される内装壁材とを備え、レール状部材に、その先端から
奥側ほど上方に湾曲する断面円弧状の部材取付用スリットが長さ方向に連続して形成され
た棚受けなどの取付用壁面構造が知られている。この壁面構造を利用して棚受けなどを取
り付ける場合は、前記断面円弧状の部材取付用スリット内に当該スリットの円弧中心の周
りに回転させながら正面側から嵌入できる断面円弧状の突条部が棚受けなど取付部材側に
設けられる。而して、この種の棚受けなどの取付用壁面構造では、十分な支持強度をもっ
て棚受けなどを取り付けることができるようにするために、断面円弧状の部材取付用スリ
ット全体の長さをできる限り長くする必要があるが、このように部材取付用スリット全体
の長さを長くすると、当該スリットの全体の垂直方向の高さ（開口部の下辺から奥端の上
辺までの垂直距離）も大きくなる。
【特許文献１】実用新案登録第３０７８６９２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　特許文献１に記載されたような従来の棚受けなどの取付用壁面構造では、上下の内装壁
材間に露出するレール状部材の先端の上下厚さの範囲内で前記部材取付用スリットが形成
されているので、上記のように部材取付用スリットの全体の垂直方向の高さよりもレール
状部材の先端の上下厚さが厚くなり、この結果、上下の内装壁材間におけるレール状部材
先端の露出上下幅が大きくなり、当該レール状部材の存在が目立つことになって、デザイ
ン的に商品価値が低くなる問題点があった。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明は上記のような従来の問題点を解消し得る棚受けなどの取付用壁面構造を提供す
ることを目的とするものであって、その手段を後述する実施形態の参照符号を付して示す
と、壁面２に取り付けられる水平方向のレール状部材１と、このレール状部材１の上下両
側に張設される内装壁材３，４とを備え、レール状部材１には、その先端近傍位置の上下
両側に、長さ方向に連続し且つ内装壁材３，４の端面に形成された切込み溝３ａ，４ａ内
に嵌合する角形突条部９，１０が一体に連設されると共に、レール状部材１の先端から上
側の前記角形突条部９内に達する、奥側ほど上側に湾曲する断面円弧状の部材取付用スリ
ット１１が長さ方向に連続して形成された構成となっている。
【０００５】
　上記構成の本発明を実施するについて、請求項２に記載のように、レール状部材１の先
端には、前記角形突条部９，１０との間で内装壁材３，４を挟む上下一対の張出エッジ部
１２，１３を長さ方向に連続して形成することができる。
【発明の効果】
【０００６】
　上記構成の本発明に係る棚受けなどの取付用壁面構造によれば、上下の内装壁材間に露
出するレール状部材の先端の上下幅は、前記部材取付用スリットの全体の垂直方向の高さ
に関係なく、当該スリットの開口部の上下幅より若干広くなるだけであり、従って、十分
な支持強度をもって棚受けなどを取り付けることができるようにするために、断面円弧状
の部材取付用スリット全体の長さを長くした結果、当該スリット全体の垂直方向の高さが
大きくなっても、上下の内装壁材間に露出するレール状部材の先端の上下幅を狭く抑える
ことができ、デザイン的に商品価値を高めることができる。
【０００７】
　尚、請求項２に記載の構成によれば、上下の内装壁材間に露出するレール状部材の先端
のスリット開口部の強度を高めることができると共に、上下の内装壁材とレール状部材の
先端との間に隙間が生じるのを防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下に本発明の具体的実施例を図１及び図２に基づいて説明すると、１は壁面２に水平
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に取り付けられるレール状部材、３，４はレール状部材１の上下両側に壁面２に沿って張
設される内装壁材、５はレール状部材１に取り付けられる棚受けである。レール状部材１
は、水平帯状板部６、この水平帯状板部６の内端から上向きに直角に連設された取付用垂
直板部７、水平帯状板部６の内端から下向きに直角に連設された、取付用垂直板部７と同
一厚さの当接板部８、水平帯状板部６の上下両側面で先端寄り位置から突設された上側角
形突条部９と下側角形突条部１０、水平帯状板部６の先端から上側角形突条部９内に達す
るように形成された、奥側ほど上側に湾曲する断面円弧状の部材取付用スリット１１、及
び水平帯状板部６の先端から上下両方向に突設された張出エッジ部１２，１３から構成さ
れ、水平帯状板部６の内端から先端側に向かって適当深さまで形成された肉盗み用スリッ
ト１４と、水平帯状板部６の下側面と下側角形突条部１０の後端面との間の入り隅部から
水平帯状板部６の内部に向かって形成された切円形凹部１５とを備えている。
【０００９】
　レール状部材１は、全ての構成部分７～１５が長さ方向に連続するように構成されたも
ので、取付用垂直板部７の表面側には、取付用孔を穿設する際の位置決めに利用される浅
いＶ形断面の凹溝１６が長さ方向に連続して形成されている。而して、このレール状部材
１は、図１に示すように上下に隣り合う内装壁材３，４間に位置するように、取付用垂直
板部７を介して木ねじ１７で壁面２に水平に取り付けられる。このとき、レール状部材１
を長さ方向に接続する必要がある場合、長さ方向に隣り合う両レール状部材１間にまたが
って切円形凹部１５に適当長さのピンを圧入して、両レール状部材１間に段差が生じるの
を防止できる。
【００１０】
　内装壁材３，４は、レール状部材１の取付用垂直板部７及び当接板部８の表面と張出エ
ッジ部１２，１３の内側垂直面との間に嵌め込むことができる程度の厚さを有するもので
、レール状部材１に隣接する端面には、内装壁材３，４の表面を張出エッジ部１２，１３
の内側垂直面に当接させた状態で上下両角形突条部９，１０に嵌合させることができる断
面角形の切込み溝３ａ，４ａが切削加工されており、これら切込み溝３ａ，４ａをレール
状部材１の上下両角形突条部９，１０に嵌合させることにより、内装壁材３，４が張設さ
れる。尚、これら内装壁材３，４のレール状部材１のある側とは反対側の端部は、壁面２
に同様に取り付けられた図外のレール状部材１によって支持されるか又は、このレール状
部材１に代わる他の支持部材などによって支持される。
【００１１】
　図示の棚受け５は、下端内側に内装壁材４に当接する突出部１８が形成された垂直板部
１９と、この垂直板部１９の上端近傍位置から前方に突出して前端上部で棚板を支持する
棚受け用水平板部２０と、この棚受け用水平板部２０の先端と垂直板部１９の下端部とを
つなぐ補強用板部２１と、垂直板部１９の上端から後方上方に向かって突設された、レー
ル状部材１の部材取付用スリット１１に対して当該スリット１１の円弧中心の周りに回転
させながら正面側から嵌入できる断面円弧状の突条部２２と、垂直板部１９の上端から前
方に向かって突設されて棚受け用水平板部２０との間に前方開放の凹溝部を形成する水平
突条部２３と、棚受け用水平板部２０の垂直板部１９寄りの位置に形成されたパッキン材
係止用凹溝２４とを備えたもので、これら全ての構成部分１８～２４は、棚受け５の長さ
方向に連続するように構成されている。
【００１２】
　上記構成の棚受け５は、上下に隣り合う内装壁材３，４間に細い水平線状に位置してい
るレール状部材１の先端面に開口している部材取付用スリット１１に対して、突条部２２
を当該スリット１１の円弧中心の周りに回転させながら正面側から嵌入させ、垂直板部１
９の下端後側の突出部１８を内装壁材４に当接させることにより、レール状部材１の長さ
方向任意の位置に、棚受け用水平板部２０がほぼ水平になる状態に取り付けることができ
る。レール状部材１の棚受け用水平板部２０と水平突条部２３との間の凹溝部内には、断
面コ形で入り口付近に軟質材からなる立ち上がり舌片２５ａを備えたパッキン材２５が図
示のようにパッキン材係止用凹溝２４を利用して嵌合係止されており、このパッキン材２
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５に棚用ガラス板２６の後側辺を密に内嵌させるように当該棚用ガラス板２６を棚受け用
水平板部２０上に載置させることにより、棚受け５上に棚用ガラス板２６を支持させるこ
とができる。
【００１３】
　尚、上記の棚受け５は、棚用ガラス板２６を支持させるものであるが、図３に示す木製
棚板２７を支持するための棚受け２８や、図４に示すトレー形棚２９を構成するための背
板３０なども利用できる。棚受け２８やトレー形棚用背板３０など、何れの取付部材にも
、棚受け５に設けられたものと同一の断面円弧状の突条部２２が設けられており、この突
条部２２を利用してレール状部材１に対して棚受け５と同様に取り付けることができる。
尚、棚受け２８には、木製棚板２７の下側面を先端上部で支持する断面三角筒状の棚支持
部３１が垂直板部１９から突設されると共に、垂直板部１９の上端から前方に、木製棚板
２７の上側面の後端に当接する水平突条部３２が突設され、更に、垂直板部１９の上端寄
り位置から前方に、木製棚板２７の後端面に形成された長さ方向に連続するスリット３３
内に圧入される抜け止め用係止片３４が長さ方向に連続するように突設されている。トレ
ー形棚用背板３０は、垂直板部１９の長さ方向両端に側板３５をタッピングビスで止着す
るための長さ方向に連続する切円形凹部３６が設けられたもので、この両側板３５間に棚
板３７が木ねじ３８によって止着架設される。棚板３７の後側辺は、垂直板部１９の下端
表面側に形成された凹入段部３９内に嵌合する。
【００１４】
　図５に示す棚受け端面カバー４０は、棚受け５，２８の長さ方向両端で棚用ガラス板２
６や木製棚板２７の下側に取り付けられるもので、両棚受け５，２８に対して兼用できる
ように構成されている。即ち、棚受け５における垂直板部１９、棚受け用水平板部２０、
及び補強用板部２１で形成される断面三角筒状の棚支持部の内側に形成した３点の円弧状
角部４１ａ～４１ｃ、又は棚受け２８における断面三角筒状の棚支持部３１の内側に形成
した３点の円弧状角部４１ａ～４１ｃの何れに対しても圧入可能な３本の円柱状ピン４２
ａ～４２ｃを備えたものである。
【００１５】
　本発明の棚受けなどの取付用壁面構造において取り付けることができる取付部材として
、棚受け５，２８とトレー形棚用背板３０を例示したが、これらに限定されるものではな
く、収納ボックス、額や鏡などの吊り具、その他、壁面に取り付けて使用されるもので重
量的に許容されるあらゆるものを取付部材として利用できる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】使用状態を示す縦断側面図である。
【図２】分解状態での縦断斜視図である。
【図３】他の棚受けを示す側面図である。
【図４】トレー形棚用背板を示す側面図である。
【図５】棚受け端面カバーを示す斜視図である。
【符号の説明】
【００１７】
１　　レール状部材
２　　壁面
３，４　　内装壁材
３ａ，４ａ　　切込み溝
５，２８　　棚受け
６　　水平帯状板部
７　　取付用垂直板部
８　　当接板部
９　　上側角形突条部
１０　　下側角形突条部
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１１　　断面円弧状の部材取付用スリット
１２，１３　　張出エッジ部
２２　　断面円弧状の突条部
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